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１ 日 時 

令和２年（２０２０年）１２月２３日（水）午後１時１５分から午後３時まで 

 

２ 場 所 

熊本市男女共同参画センター はあもにい ４階 研修室Ａ・Ｂ 

 

３ 出席者 

（１）熊本県環境影響評価審査会 

石田委員、大石委員、太田委員、奥村委員、酒井委員、坂梨委員、藤井委員、

松田委員、村田委員、森委員、柳田委員（15人中 11人出席） 

（２）事務局（熊本県環境生活部環境局環境保全課） 

葉山課長、廣畑審議員、築地主幹、前田主任技師、竹崎主事、藤本主事 

（３）関係機関 

   環境省九州地方環境事務所環境対策課、熊本県保健環境科学研究所、水俣市経

済観光課、水俣市環境課 

（４）事業者等 

   ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社、株式会社建設環境研究所 計

７人 

（５）傍聴者等 

   傍聴者なし、報道関係者なし 

 

４ 議 題 

「（仮称）肥薩風力発電事業環境影響評価方法書」について 

 

５ 議事概要 

  事務局（環境保全課）から、今回の事業概要等について説明した後、事業者等か

ら事業及び方法書の概要について説明が行われた。 

 

主な質疑の概要 

会長 それでは、審議に入る。質問がある方は挙手にて発言の意思をお示

しいただきたい。 

令和２年度第１０回熊本県環境影響評価審査会 

議 事 概 要 

（（仮称）肥薩風力発電事業分） 
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委員 本事業は水源かん養保安林の中に計画されていることから、配慮書

段階において、「本事業による水質への影響や災害対策について十分

な検討を行う」よう知事意見を出している。しかし、方法書には「水

環境保全が重要であることに留意し、森林伐採を最小限に留める」と

いう記載しかなく、具体的な水質保全に関する回答が得られていな

い。対象事業実施区域周辺には水源かん養保安林の他に、取水地点も

存在しており、伏流水を使用している浅井戸等もあることから、水質

への配慮は必須になると思う。水源かん養保安林の中で事業を実施す

る以上、対象事業実施区域周辺の水道用水の取水地点や浅井戸等への

影響も懸念されるため、地下水への影響及びその回避策に関し、図書

中に明示していただきたいと思う。 

それから、これは方法書の次の準備書段階の話になるかと思うが、

大出水が起こる可能性がある６月～７月や台風の襲来が危惧される

９月等に伐採伐根を行うと濁水の影響が大きくなる可能性があるた

め、この期間中は工事を避けるよう準備書段階で検討していただくと

ともに、方法書段階でも当該検討について何かしら記載していただき

たいと思う。 

以上、工事等による地下水への影響をどのような方法で回避するの

かということと、大出水期を避けた事業計画立案を行ってもらえない

かということの２点についてお尋ねしたい。 

 

事業者等 まず、地下水に関する質問に対して、一般的な陸上風力発電所、特

に山間部の一番尾根のあたりに設置する場合であれば、地下水位への

直接的な影響はないと考えている。 

また、水源かん養、保水能力への影響については、大規模な開発を

伴う太陽光発電所と比べ、一般的な陸上風力発電所はごく限られた点

の改変に留まり、設置地点をアスファルトやコンクリートで固めるわ

けではないことから、影響は極めて小さいものと考えられており、経

済産業省が定める参考項目にも取り上げられていない。 

ただし、本事業の対象地には保安林という重要な場所を含むことか

ら、林野庁の森林管理署になるかと思うが、そちらと十分協議させて

いただき、適切な配慮や手続をとっていくものと考えている。手続を

とったうえで必要最低限の区域の保安林指定解除を行うことを想定

している。 

以上を踏まえ、地下水については、現在調査項目として選定してい

ないが、今後いただく御意見、特に地元関係者等から御心配の声があ

がるようであれば、適宜モニタリング調査等について検討していく必

要があると考えている。また、水質、濁水に関する調査については、

方法書に掲載した内容で進めていきたいと思う。 
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次に、工事・伐採の時期に関する質問に対して、現段階ではまだ何

月に伐採に入るか等確定していないが、先ほどの話にもあったとお

り、風車を建てる場所は全て国有林内であることから、まずは国有林

及び水源涵養保安林の指定解除の許認可や手続が必要になってくる。

指定解除にあたっては、森林管理署から、「伐採面積を必要最低限に抑

えなさい」といった細かな指導が入ることとなるため、実際の風車１

基あたりの建設に必要な伐採面積は、おそらく２，０００平方メート

ルから３，０００平方メートルになると考えられる。 

降雨時は伐採等の作業自体が危険になることから、今後、森林管理

署等と協議し、工事工程について検討していきたい。 

 

会長 今の回答に対し、何かあるか。 

 

委員 確かに今の説明のとおりだと思うが、知事意見として出されている

以上、事業者意見として、踏み込んだ回答を行うべきではないか。４

０８ページの知事意見の中に、「水質への影響や災害対策について十

分な検討を行うこと」と書いてあるが、事業者意見の欄に水質への影

響に関する具体的な記述はない。このような意見が出されたのであれ

ば、今説明があったように、「水質に対してはこういうふうに考えてい

る」ということを図書中に明示する必要があると思う。 

 

会長 水質の項目を設け、きちんと回答してほしいということか。 

 

委員 そのとおり。 

 

事業者等 知事意見として挙がっている項目について、若干回答が不足してい

るところがあった。申し訳ない。 

 

委員 以上である。 

 

会長 他にあるか。 

 

委員 私からは２つ意見があるが、その前に先ほど大石委員から指摘があ

った地下水に関してコメントしたい。方法書の１４１ページには地下

水の利用状況について記載されているが、人吉市及び球磨村の水源の

ほとんどは地下水であり、生活の基盤となっているため、事業による

影響が小さいのであれば、「小さいと思われる」ではなく、きちんとし

たエビデンスを示す必要があると思う。 

では、１つ目の意見に移るが、配布資料の１４ページ目、方法書の

２１０ページ目には、確か私が配慮書段階で指摘した山地災害危険地
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区の状況について、熊本県及び鹿児島県のホームページを参考に図示

されている。しかし、これらは民有林を対象にしたものであり、国有

林を対象にしたものは、森林管理署が保有する資料を見るよう配慮書

段階で指摘していたと思う。方法書の２０７ページを見ると、対象事

業実施区域は水源かん養保安林になっているが、これは国有林だから

水源かん養保安林になっているわけであり、このエリアの山地災害危

険地区は、森林管理署が保有する資料を見ないとわからない。つまり、

配布資料の１４ページ等で示されている山地災害危険地区は、国土交

通省が示した地区と、農林水産省が示した地区であって、林野庁が示

した地区は入っていない。対象事業実施区域は県境になっており、森

林管理署が２つに分かれていることから、調査にあたっては両署の資

料を閲覧する必要があるが、そこをもう 1度チェックしたうえで、場

所を選定した方がいいと思う。 

次の意見だが、配布資料の４２枚目の人と自然との触れ合いの活動

の場について、この資料に示されている九州自然歩道のルートに誤り

はないか。少なくとも国土地理院の地形図で示されている九州自然歩

道はここを通っていない。方法書の６ページの図面を見てもらうと、

ここに十曽池公園があるのがわかる。方法書説明資料では、九州自然

歩道は十曽池公園から南へ回って、東へ抜けていくように茶色のライ

ンが引いてあるが、国土地理院の地図だと、九州自然歩道は十曽池か

らそのまま奥十曽渓谷の中を抜けて、上流に上がっていくことになっ

ている。この点をちゃんとチェックしておかないと、今のままだと九

州自然歩道を搬入路に使用することとなる。 

そもそも奥十曽渓谷が人と自然との触れ合いの活動の場に選ばれ

ていないのはなぜか。この渓谷は自然を楽しむ森林浴の場として、確

か鹿児島県のホームページに記載されていたかと思うが、なぜここが

景観や人と自然との触れ合いの活動の場の調査対象に含まれていな

いのかわからない。 

 

会長 事業者からの回答をお願いする。 

 

事業者等 御指摘いただいた点について、こちらの調査漏れ等があったと思わ

れる。きちんと調べ直したうえで、必要に応じて、調査地点の追加や

変更を行いたい。 

 

会長 今の２つの意見いずれについても対応するということでよいか。 

 

事業者等 問題ない。 

 

会長 その他何かあるか。 

 

委員 １点質問させていただきたい。計画予定地が青い線で北東から南西

方向に稜線を横切るようなかたちで示されているが、設置の際の風車

と風車の間はどうなっているのか。距離や森林が伐採されているか否
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か等についてお聞きしたい。 

 

事業者等 風車と風車の離隔は、最低でもおおよそ３００メートルとなる予定

である。 

また、風車と風車の間には、幅員がおおよそ４メートルから５メー

トルの管理用道路を通す予定であり、現地はおおよそ２，０００平方

メートルから３，０００平方メートルの風車のヤード同士が道路で細

く繋がるかたちになると考えられる。 

 

委員 委員の中には御存知ない方もいるかもしれないが、国見山の南西に

おいて、鹿児島県で初めてカモシカが１頭確認されている。カモシカ

については、これまで熊本県の白髪岳あたりが南限と考えられていた

が、鹿児島県で確認された１頭はこの稜線を通って移動したものと推

察される。そのため、この稜線を分断するかたちで風車が建てられ、

管理用道路ができることに対しては、甚だ問題があると考える。 

また、布計山の稜線あたりも道路が拡幅されるということだが、事

業者の話にもあったとおり、ここには国の天然記念物であるヤマネの

生息が確認されている。さらに水俣地域は、御存知ない方もいるかも

しれないが、「毛介綺煥（もうかいきかん）」という書物に細川重賢の

時代からヤマネがいたことが図として記されており、非常に貴重な場

所である。 

本事業を実施することで、そういったところの個体群の移動を確実

に妨げることになると思うので、どうしたら移動を妨げずに済むかと

いう点について調査・検討してもらうのと併せて、当該検討について

図書中に記載してもらいたいと思う。 

 

会長 事業者からの回答をお願いする。 

 

事業者等 今御指摘があったような動植物については、今後現地調査を行った

うえで、その結果及び保全対策に関し、きちんと図書の中に記載した

いと考えている。 

 

委員 先ほどの事業者からの回答の中で、森林を伐採するという話があっ

たが、ヤマネは枝をつたって移動する動物であることから、道路の上

の枝についても重なっていたり、繋がっていたりしないと移動するこ

とができない。事業実施にあたっては、枝と枝とを繋げる等何らかの

工夫を行わないと、確実にヤマネを絶滅させてしまうため、先ほどの

話と併せて検討していただきたい。 

 

事業者等 御意見のとおりであるが、風車を結ぶ道路は大規模なものにはなら

ない予定である。とはいえ、少なからず伐採も行うことから、そうい

った場所の緑化等の対策もきっちり行っていきたい。 

 

会長 既にいることがわかっている種であれば、それに対応した調査を実
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施してもらえればよいかと思う。 

その他質問、意見等あればお願いしたい。 

 

委員 風力発電機の設置検討位置がクロスしているのは、尾根の地形がク

ロス状になっているからか。それとも、風況の影響によるものか。あ

るいは、検討段階であるためこのような形態になっているのか。 

 

事業者等 我々もサイト内すべてを現地踏査できたわけではないが、地形図を

見る限り、現地はクロスしたようなかたちで、なだらかに尾根がつな

がっている地形になっている。そのため、現段階では、こういった十

字型のような風車配置になる予定である。 

 ただし、先ほどの話にも関連するが、ここの国有林内の林道はかな

り広範囲に敷設されているため、この林道をうまく使うことで、改変

箇所を少なくしながら風車配置を検討したいと考えている。 

そのため、確実に十字状になるとは言い切れないが、現時点では、

現地の地形に合わせた配置を検討している状況である。 

 

会長 その他何か。 

 

委員 いいか。 

 

会長 どうぞ。 

 

委員 事前調査において、オオトラカミキリやキュウシュウオオクボカミ

キリ、キュウシュウシナカミキリ等森林性昆虫の重要種がリストアッ

プされている。これらのカミキリムシは絶滅危惧種のランクでいうと

それほど高くはないが、どこにでもいる種ではなく、現地が水源かん

養保安林であることも生息に影響しているものと考えられる。 

これらのカミキリムシを含む森林性種は、乾燥に弱く、林の中が乾

くと駄目になってしまう。本事業で設置するような風車はあくまで風

車（かざぐるま）のようなものであり、風を送るものではないと理解

しているが、事業に付随する工事で森林を伐採した際に流れこんだ風

が林の中を乾燥させるおそれもあることから、こういった事態を回避

する技術があるのか教えていただきたい。今回、そういった対策を事

前に検討しておいたほうがよいと思われるほど、希少種が大量にリス

トアップされている。 

それから、先ほどのオオムラサキの話に関連して、オオムラサキ自

体は比較的あちこちにいる種であるが、現地に榎林はあるか。現地に

数アール程度の榎林があるのであれば、そこは触らないほうがいいと

思う。 

また、オオトラカミキリが生息しているということは現地にモミが

あるということになるが、モミがある場所というのはなかなか重要な

場所である。 

以上を踏まえ、現地には全国的に非常に重要な種が多く生息してい
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ると考えられることから、注意しないとそれらの生息に悪影響を与え

る可能性がある。そのため、風による影響について、関係法令等には

規定していないかもしれないが、何かしら配慮する方法を検討してほ

しいと思うのだが、いかがか。 

 

事業者等  方法書等に記載している重要種は、対象事業実施区域に絞ったもの

ではなく、より広いエリアを対象に調査・抽出したものである。 

 ただし、御指摘のとおり、これらの種が対象事業実施区域内に生息

している可能性もあることから、しっかりと調査していきたい。 

 

委員 今回リストアップされているような種については、例えば、６月か

ら７月に下から上昇気流で上がってくる虫を山頂で調べる吹上採集

や、材採集、冬場のゼフィルスの卵の採集等を行うことで見つかる可

能性があるが、コスト的な問題もあると思う。 

ただし、触る場所が触る場所であるため、事業実施にあたっては注

意したほうがよいと思う。 

 

事業者等 いただいた御意見を踏まえ、再度調査計画を検討したい。 

 

会長 今の回答でよいか。 

 

委員 風のことはわからないか。私は見たことがないのでわからないが、

何かしらの知見があれば教えてほしい。 

 

事業者等 風による影響ということか。 

 

委員 管理用道路を作ることで風が森林の中に入り乾燥することがない

のか、それに関する知見があるのかということである。 

 

事業者等 今後事後調査の方法等検討していくことになるかと思うが、最近の

風力発電所の中には、敷設した林道周辺の状況の変遷を調査している

事例もあるようなので、いただいた御意見等踏まえながら、モニタリ

ング調査等についても検討していきたい。 

 

委員 承知した。 

 

会長 その他あるか。 

 

委員 対象事業実施区域周辺には、本事業含め７つの風力発電事業の計画

があるが、全事業施工されるとなると、合計何基の風車が設置される

予定か。事務局にお尋ねしたい。 

 

会長 本事業のみに関わる話ではないため、事務局からの回答をお願いす

る。 
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事務局  正確な数字については把握していないため、後日お伝えしたいと思

うが、水俣地域だけで６０数基になるため、県南地域となるとさらに

多くなると思う。 

 

委員 ６０数基がまとめて設置されるような場所というのは、今まで見た

ことがない。 

それを受け、事業者へお尋ねする内容かどうかはわからないが、７

事業全体でフォトモンタージュを作成することは可能か。おそらくど

こに何基設置するということは確定されてないので、はっきりと図示

できないとは思うが、「この尾根のここからここにおおよそ何基設置

される」、「この事業者はこのあたりに何基設置する」ということはわ

かると思う。 

 

事業者等 風車の配置が決定してくる時期や他事業者との協議調整の問題が

あるため、現段階では何とも言えないが、他事業の風車等の情報をう

まく取りまとめることができれば作成可能かと思う。しかし、現段階

では他事業の規模等おそらく確定していないと思われるため、作成で

きるとは言い切れない。 

少なくとも我々が実施予定の肥薩風力発電事業及び大関山風力発

電事業の２事業については、ある程度風車配置が固まった段階で、フ

ォトモンタージュを作成し、速やかに提供可能かと思うが、７事業を

踏まえたフォトモンタージュとなると、他事業者との調整次第にな

る。 

 

委員 承知した。現地調査で見られているかもしれないが、現地は非常に

素敵な場所ばかり。そこに風車が乱立し、どこを見ても尾根が分断さ

れている状態を想像すると、一個人としてもがっかりするところがあ

るため、御検討をお願いしたい。 

 

会長 今の話は様々な事業者が関わっていることから難しい問題である。

ある程度計画が固まり公表できる段階、つまり準備書段階等で出され

たフォトモンタージュについて、別事業者が当該フォトモンタージュ

の風車配置等を自社のフォトモンタージュに織り込むということは

可能であるように思うが、いずれにしても難しい。今後の検討課題と

いうことで事業者には認識いただきたい。 

この問題はおそらく解決しないので、次に移るが何かあるか。 

 

委員 １点質問がある。方法書の３５２ページの「風車の影に係る調査、

予測及び評価の手法」について、「８ 予測対象時期等」に「発電所の

運転が定常状態となる時期の１年間とする」とあるが、この１年間の

間に「６」の方法で等時間日影図を作成するということか。 

 

事業者等 「９ 評価の手法」にも記載しているが、年間で３０時間、年間の

中の１日最大で３０分間を超えないことが一つの目安となっている。
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つまり、年間をとおして影の影響がどれだけ生じているかを調べるこ

とになるため、１年間３６５日分のシミュレーションをかけることに

なる。「８」に記載している「１年間」とはそういう意味である。 

なお、「定常状態」とは、「風車が建設され動き出してから」という

意味である。 

 

委員 では、シミュレーションは、年間３０時間かつ１日３０分間を超え

ないという海外のガイドラインを参考に１年間分やるということか。 

 

事業者等 そのとおり。 

 

委員 承知した。 

 

会長 ほかに。 

 

委員 クマタカについて、ここの谷には複数のクマタカの番（つがい）が

いることがわかっている。今回、２営巣期調査されるということだが、

御存知のとおり、最近クマタカの繁殖率は非常に下がってきているた

め、２年空いてしまうこともしばしばある。昨日もたまたま別のクマ

タカの生息地に行ってきたが、そこのクマタカは完全に２年空いてし

まっており、どうなることかと心配している。 

事業者には、繁殖年と非繁殖年の行動圏の違いを踏まえた調査、予

測及び評価の検討をお願いしたい。私自身、一昨年この谷で新たにク

マタカが繁殖したのを確認しているが、２年空くと行動圏が変わって

いる可能性があるため、そういった事態を想定した調査方法を考えて

いただきたいと思う。 

 

事業者等 本調査は「猛禽類保護の進め方」等に従い、２年間の調査期間とし

ている。その中で、今回風力発電事業を実施するということを踏まえ、

衝突率についても算出し、影響を予測評価する予定である。衝突率は、

巣のある・なしに関わらず、鳥がどういったところを飛んでいるかと

いう実測データに風車の高さ等を勘案して算出する。ただし、この算

出手法には不確実性を伴うことから、今後の審議の中で追加調査等必

要になった場合は、別途検討していきたい。 

 

委員 配布資料の３７ページ目について、営巣期が１月から８月までとな

っており、９月、１０月、１１月、１２月が空いているが、今年私が

行った別のところの調査では、９月ごろからクマタカのディスプレイ

を確認している。猛禽類調査の指針上、この期間は営巣期から外れて

いるということか。熊本の場合は温暖な気候からか、９月ごろからデ

ィスプレイフライトが見られることを申し上げておく。 

 

事業者等 いただいた地域性の情報をもとに、今後検討を進めたいと思う。 
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会長 調査計画に活かしていただければと思う。その他あるか。 

 

委員 １点確認したい。方法書の２０２ページの図について、対象事業実

施区域の東側、土捨て場予定地のところに埋蔵文化財包蔵地が含まれ

ているが、これらへの対応については、熊本県教育庁、人吉市教育委

員会等関係諸機関に照会、確認されているか。 

 

事業者等 この地点の埋蔵文化財包蔵地についてはまだ確認ができていない

状態であるが、現在、幅広に土捨て場用地として調査を進めている段

階であり、調査の結果、埋蔵文化財包蔵地にかかるということであれ

ば、用地から外す予定である。先日の豪雨の影響や土捨て場へのアク

セスの問題等で、現在、検討が少し止まっている状態だが、引き続き

熊本県及び人吉市の教育委員会へ照会、確認していきたい。 

 

委員 承知した。 

 

会長 その他あれば。 

 

委員 方法書の８３ページについて、今回風車を設置する場所の南西側に

大変自然度の高い林があるように思う。現計画では、風車の設置検討

位置がその付近にまで伸びているようだが、避けたほうがよいのでは

ないか。 

 

事業者等 御指摘のとおり、資料整理上、風車の設置検討位置の一部が自然度

９になっているが、自然度９、１０になると、環境省からこういった

場所には風車を設置しないよう指導が入る。ただし、植生図の調査時

期が古い場合、現地は実は植林だったということもあり得るので、今

後きっちり調査したうえで、やはり自然度が高いということであれ

ば、風車の配置について検討する必要があると考える。 

 

委員 承知した。 

 

会長 どうぞ。 

 

委員 今後の話だと思うが、説明の最後にあった残土について、最終的に

土捨て場はどういうかたちになるのか。 

 

事業者等 基本的にはこういう緩やかな地形で、両サイドと奥に山が切り立っ

ており、谷というかポケットのような地形になっている。そのポケッ

トのような地形に、土を埋め、法面を作ることで、最終的にはトップ

のところが平地になるように整備する予定である。他にもこれまでの

事例を挙げると、もともとあった段の低い平地の部分に土を盛って、

嵩上げするようなものもある。今後、土捨て場予定地の現地調査や測

量等を進めながら、法令に基づくかたちで、この地形に適した盛土形
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状を形成していくことになると思う。 

 

委員 対象事業実施区域の南東側、久七峠のそばに、かなり大きく土捨て

場予定地を設定されていると思うが、このあたりはすぐ周りの田野町

や牧場、集落よりも標高５０メートルほど高い台地になっている。さ

らにそこは土砂災害警戒区域も含んでいるため、そういった土地に土

捨て場を整備するのか疑問に思う。また、土捨て場を高台に作ること

で下から見えるのではないか。その時の景観はどうなるのか、全くイ

メージが湧かない。できればこの土捨て場についても、最終的にどう

いうかたちになるのか、フォトモンタージュを作成していただきたい

と思うが、現地ではどう見えるのか。 

 

事業者等 土捨て場用地をより絞り込んだ段階で、計画図としてお示しできれ

ばと思う。現在、谷に近い形状で、できるだけ付近の住居に影響がな

いような場所を選定しているところ。なお、雑木により現地の全景が

つかめない等の理由により、現段階では土捨て場予定地をかなり広く

設定している。なかなかわかりづらいかとは思うが、今後安全に配慮

しつつ調査範囲を広げていき、土捨て場用地の絞り込みを行っていき

たい。 

 

委員 土捨て場がどういう形態になるにしろ、周囲の水田や集落、水源等

の環境を破壊しないよう、十分配慮していただきたい。 

 

事業者等 承知した。 

 

会長 その他あれば。 

 

委員 １つ確認したい。方法書の２３２ページにある表４．３－５「住居

等及び配慮が特に必要な施設の分布状況」について、配慮書では風車

の設置予定範囲から２キロメートルまで調べてあったように記憶し

ているが、今回１．２キロメートルに狭めたのはなぜか。 

 

事業者等  御指摘のあった表４．３－５は、方法書の２３０ページにタイトル

が記載されているが、「４．３．２ 風車の影」の項目になる。また、

騒音であれば、方法書の２２８ページ、表４．３－２に示していると

おり、風車の設置予定範囲から２キロまでの住居等の数を整理してい

る。これらは、各ページの右下に「本ページに記載した内容は計画段

階環境配慮書に記載した内容と同じである」と記載されているとお

り、配慮書と同じ内容を掲載している。 

 

委員 ということは、風車の設置予定範囲から２キロメートルの地点では

風車の影による影響はないということか。 
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事業者等 そのとおり。これは配慮書の話になるが、方法書の２３０ページの

真ん中に記載してある「（ｃ）調査地域」のとおり、ローター径のおお

よそ１０倍の範囲を調べれば十分であろうと一般的にいわれている。

今回の場合、ローター径が１２０メートルであるので、その１０倍の

１．２キロメートルを調査範囲として設定した。 

 

委員 承知した。 

 

会長 その他何かあるか。 

何もなければ私から確認したいことがある。今回の風車はブレード

の延長が１２０メートルと大型のものであるが、水俣港で陸揚げする

となると、対象事業実施区域までかなりの長距離移送となる。その際

の移送技術はいかなるものか、また、移送経路として使用する道路の

拡幅等行わないのか。巨大な物体をトラックで運ぶシステムについて

はどこかで見たことがある気がするが、ここまで大きなサイズではな

かったように思う。そういう物体を山奥まで運ぶ方法、技術はいかな

るものか、また移送にあたって、経路周辺の環境に影響を与えること

がないのか、お尋ねしたい。 

 

事業者等 移送経路として使用する国道については、十分な幅員があることか

ら、現時点で改変は必要ないと考える。また、ブレードについては、

起立装置によりカーブの移送も問題ないと思われるが、最低でも３０

メートルになるタワー、支柱の移送にあたっては、道路の拡幅・改変

ではなく、そこに建っている電柱・電線の移設を検討する必要がある

と思う。もちろん、林道や作業道については、国道の規格よりも狭く、

勾配も急になっているため、拡幅・改変は必要になってくると思う。 

 

会長 林道等であれば伐採等もありうるということか。 

 

事業者等 そのとおり。 

 

会長 承知した。その他何かあるか。 

 

委員 １点だけ。先ほどカモシカの話があったが、鹿の問題もあると思う。

カモシカの生息域は鹿が増えることで制限されたという話がある。配

慮書では、道路を通すことによる鹿の食害に留意するよう知事意見が

出されており、それに対し事業者からの回答もあっているが、食害だ

けでなく、鹿の生息域が広がる、密度が高くなるということが併せて

重大な問題になってくると思う。食害のみを考えるのであれば、防鹿

柵を設置する等の策があるが、鹿の行動パターンを考えると、比較的

歩きやすい道路ができると出てくる可能性がある。特に工事後に緑化

等行った場所については、シカが餌場だと勘違いし、そこが繁殖の場

となるおそれもある。九州全体で鹿の問題は大きな問題になってきて

いることから、事業実施にあたっては配慮していただきたい。 
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会長 今の質問に対して何かあるか。 

 

事業者等 食害や分布域の変化等起こる可能性があることから、それらに関す

る調査に加え、専門家の話も聞きながら、緑化等の対応について検討

していきたい。 

 

会長 それでは、まだ質問等あるかと思うが、次の議題もあるため、第１

議題はこれで終了したいと思う。 

 

※配付資料 

（１）令和２年度第１０回熊本県環境影響評価審査会 次第 

（２）「（仮称）肥薩風力発電事業」及び「（仮称）大関山風力発電事業」の環境影響評

価手続きについて 

（３）意見の照会について 


